
 

 

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会 

苦情解決に関する規程 
 

平成１５年１１月１０日 制 定 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法第８２条の規定に基づき、社会福祉法人日野市社会

福祉協議会（以下「日社協」という。）が実施する事業に対する利用者からの苦情

の解決について定めることを目的とする。 

 

（苦情解決責任者） 

第２条 苦情解決に関する責任を明確にするため、日社協に苦情解決責任者（以下「

責任者」という。）１人を置く。 

２ 責任者は、日社協事務局長の職にあるものをもって充てる。 

 

（苦情受付担当者） 

第３条 事務局長は、日社協事務局職員２人を苦情受付担当者（以下「担当者」とい

う。）に指名する。 

 

（苦情解決第三者委員） 

第４条 苦情解決に当たり、公平性、社会的適正性及び客観性を確保し、利用者保護

の観点による適切な対応を図るため、苦情解決第三者委員（以下「第三者委員」と

いう。）を設置する。 

２ 第三者委員の定数は３人とし、社会福祉及び福祉サ－ビスにおける利用者保護

に関する高い識見を持つ者であることを要件に、日社協会長が委嘱する。 

３ 第三者委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 第三者委員には費用弁償として、２，０００円支給するものとする。 

５ 第三者委員は委員の就任により知り得た個人情報について他に漏らしてはなら

ない。このことは、第三者委員を辞した後も同様とする。 

６ 第三者委員自身の心身及び環境等の変化により職務を継続することが不可能に

なった場合及び第三者委員としての適性に疑義を生じる事態が発生した場合、日

社協会長は理事会に諮った上で第三者委員を解任することができる。 

７ 第三者委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（利用者等への周知） 

第５条 日社協会長は、苦情解決に関する方法について日社協が発行する機関紙等に



 

 

より利用者に対し周知を図らなければならない。 

２ 前項による周知内容には、担当者及び責任者の所属、職階及び氏名並びに第三

者委員の氏名・連絡先を含むものとする。 

 

（担当者の職務） 

第６条 担当者は、苦情解決に伴う以下の事項を職務とし、誠実な態度で対応しなけ

ればならない。 

（１）苦情を申し出た者（以下「申出者」という。）からの苦情を受付、苦情の内容、

申出者の意向その他確認を要する事項等を苦情解決に関する受付票（様式１）に

記載し、その全てを責任者に報告すること。 

（２）苦情を受け付けた職員から、苦情の内容、申出者の意向その他確認を要する事

項等の報告を受け、苦情解決に関する受付票（様式１）に記載し、その全てを責

任者に報告すること。 

（３）必要に応じて第三者委員に報告をし、また、そのための資料を作成すること。 

   苦情の受付から解決に至るまでの申出者との話し合いの過程及び苦情に関わる

改善事項等個別事案に関する一連の顛末を書面に記録すること。 

 

（責任者の職務） 

第７条 責任者は、担当者から報告を受けた苦情事案について、誠実な態度で解決に

向けた対応をしなければならない。 

２ 責任者は、申出者との話し合いの場を設け、適切な解決に努めなければならな

い。 

３ 責任者は、苦情解決に当たり、必要に応じて苦情内容に関係する事務局職員か

ら事情聴取し、また、第三者委員に対し助言を求めることができる。 

４ 責任者は、担当者の作成した事案に関する記録を確認し、必要な指示を行うも

のとする。 

 

（第三者委員の職務） 

第８条 第三者委員は、苦情解決に伴う以下の事項をその職務とし、誠実な態度で解

決に努めなければならない。 

（１）苦情解決に関する報告を担当者から受け、適切な助言を行うこと。必要に応じ

て申出者本人と責任者との話し合いの場に立会うこと。 

（２）必要に応じて苦情の内容に関係する職員からの事情聴取を行うこと。 

２ 第三者委員が福祉サ－ビスの利用者から直接苦情の申立てを受けた場合は、当

該第三者委員は速やかに責任者に報告をし、その解決に向け必要な措置をとるも

のとする。 



 

 

 

（苦情の申出） 

第９条 この規程で取り扱う苦情は、随時受け付けるものとする。 

  苦情の申出は苦情申出書（様式２）によるほか、様式によらない文書、又は口頭

による申出のいずれの方法でも受け付けるものとする。 

 

（匿名による苦情の申出） 

第１０条 この規程で取り扱う苦情については、申出者の氏名を明らかにした上で対

応するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、投書等による匿名の苦情については必要な対応を行

うものとする。また、申出者が匿名を希望する場合は、責任者及び第三者委員に

よる協議を行い、必要と判断された場合は匿名による処理をするものとする。 

 

（苦情解決に向けた話し合い） 

第１１条 責任者は、苦情申出の内容を解決するため申出者との話し合いを、苦情申

出日から２週間以内に行うものとする。 

２ 責任者は、前項の話し合いに際し、第三者委員の助言及び立会いを求めること

ができる。 

 

（第三者委員による会議） 

第１２条 全ての第三者委員、責任者及び日社協会長により構成する会議を年２回開

催し、その間に受け付けた苦情の内容、その解決に向けた経過、改善のために行っ

た措置等の報告を行うとともに、日社協として必要な協議を行うものとする。 

２ 前項の会議による協議内容については、日社協理事会に報告をするものとする。 

 

（事務局職員の職務） 

第１３条 日社協事務局に勤務する職員が福祉サ－ビス利用者からの苦情の申出を受

けた場合は、その担当する職務及び内容にかかわらず、そのすべてを担当者又は責

任者に報告しなければならない。 

２ 前項による申出を受けた担当者は、改めて申出者本人に連絡をとり、苦情解決

に必要な措置をとるものとする。 

 

（苦情の開示） 

第１４条 申出者本人から、苦情解決の経過に関する書類等開示の申出があった場合、

責任者はそのすべてを開示しなければならない。ただし、その内容の中に第三者に

関する記述が含まれる場合は当該第三者の意向を確認した上で開示を行うものとし、



 

 

当該第三者が開示しないことを希望する場合は、開示を行わないことができる。 

 

（申出に関する回答） 

第１５条 責任者は、申出者との話し合いにより苦情解決に向けて協議された内容、

苦情の改善のために日社協がとる措置等について、文書により申出者に回答をする

ものとする。 

２ 前項に規定する回答は、苦情の受付日から起算して１ヵ月以内に申出者本人に

送付しなければならない。ただし、申出者との話し合いが１ヵ月を超えて継続し

ている場合はこの限りではない。 

 

（苦情解決の結果の公表） 

第１６条 日社協会長は、苦情解決に関する申立ての状況、経過、改善状況等を日社

協の事業報告書及び機関紙に掲載してこれを公表するものとする。 

 

   附則 

 １ この規程は、平成１５年１１月１０日から施行する。 

  

 ２ この規程は、令和６年６月２７日から施行する。
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